
中流動性銘柄における呼値の単位の適正化等に伴う

業務規程等の一部改正新旧対照表
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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（呼値） （呼値）

第１４条 （略） 第１４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところ

による。

（１） 株券（出資証券、優先出資証券、

投資信託受益証券、外国投資信託受益証

券、投資証券、新投資口予約権証券、外

国投資証券、外国株預託証券、受益証券

発行信託の受益証券及び外国受益証券発

行信託の受益証券を除く。）

次のａ及びｂに掲げる株券の区分に従

い、当該ａ及びｂに定めるところによ

る。ただし、当取引所が呼値の単位を引

き下げる必要があると認めて特に指定し

たものは、当該呼値の単位を下回る呼値

の単位とする。

ａ （略）

ｂ ＴＯＰＩＸ５００（株式会社ＪＰＸ

総研（以下「ＪＰＸ総研」という。）

が選定した５００銘柄を対象とする浮

動株時価総額方式の株価指数であっ

て、ＪＰＸ総研が算出するものをい

う。）を構成する株券（発行日決済取

引に係るもの及び売買単位当たりの価

格が円位未満の端数を含む価格となる

ものを除く。）

１株につき、当該１株の値段が、１，

０００円以下の場合は１０銭、１，００

０円を超え３，０００円以下の場合は

５０銭､３，０００円を超え１万円以下

の場合は１円、１万円を超え３万円以

下の場合は５円、３万円を超え１０万

円以下の場合は１０円、１０万円を超

え３０万円以下の場合は５０円、３０

万円を超え１００万円以下の場合は１

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところ

による。

（１） 株券（出資証券、優先出資証券、

投資信託受益証券、外国投資信託受益証

券、投資証券、新投資口予約権証券、外

国投資証券、外国株預託証券、受益証券

発行信託の受益証券及び外国受益証券発

行信託の受益証券を除く。）

次のａ及びｂに掲げる株券の区分に従

い、当該ａ及びｂに定めるところによ

る。ただし、当取引所が呼値の単位を引

き下げる必要があると認めて特に指定し

たものは、当該呼値の単位を下回る呼値

の単位とする。

ａ （略）

ｂ ＴＯＰＩＸ１００（株式会社ＪＰＸ

総研（以下「ＪＰＸ総研」という。）

が選定した１００銘柄を対象とする浮

動株時価総額方式の株価指数であっ

て、ＪＰＸ総研が算出するものをい

う。）を構成する株券（発行日決済取

引に係るもの及び売買単位当たりの価

格が円位未満の端数を含む価格となる

ものを除く。）

１株につき、当該１株の値段が、１，

０００円以下の場合は１０銭、１，００

０円を超え３，０００円以下の場合は

５０銭、３，０００円を超え１万円以下

の場合は１円、１万円を超え３万円以

下の場合は５円、３万円を超え１０万

円以下の場合は１０円、１０万円を超

え３０万円以下の場合は５０円、３０

万円を超え１００万円以下の場合は１
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００円、１００万円を超え３００万円

以下の場合は５００円、３００万円を

超え１，０００万円以下の場合は１，０

００円、１，０００万円を超え３，００

０万円以下の場合は５，０００円、３，

０００万円を超える場合は１万円とす

る。

００円、１００万円を超え３００万円

以下の場合は５００円、３００万円を

超え１，０００万円以下の場合は１，０

００円、１，０００万円を超え３，００

０万円以下の場合は５，０００円、３，

０００万円を超える場合は１万円とす

る。

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略）

４～８ （略） ４～８ （略）

付  則

この改正規定は、令和５年６月５日から施

行する。
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（立会外分売の数量） （立会外分売の数量）

第２８条 （略） 第２８条 （略）

２ 前項（第１号中プライム市場銘柄に係る

部分及び第２号を除く。）の規定は、優先

出資証券、投資信託受益証券、投資証券及

び内国商品信託受益証券について準用す

る。

２ 前項（第１号中市場第一部銘柄に係る部

分及び第２号を除く。）の規定は、優先出

資証券、投資信託受益証券、投資証券及び

内国商品信託受益証券について準用する。

３ （略） ３ （略）

付  則

この改正規定は、令和５年６月１日から施

行する。
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取引参加料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

別表第３ 別表第３

アクセス料の額 アクセス料の額

アクセス料の額（月額）は、次の各号に

掲げる売買の区分に従い、当該各号に定め

る額の合計額とする。

アクセス料の額（月額）は、次の各号に

掲げる売買の区分に従い、当該各号に定め

る額の合計額とする。

（１） 売買立会による売買 （１） 売買立会による売買

各取引参加者の売買立会による売買に

係る月間の注文（訂正及び取消注文を含

む。以下同じ。）の件数について

各取引参加者の売買立会による売買に

係る月間の注文（訂正及び取消注文を含

む。以下同じ。）の件数について

注文の件数 金額 注文の件数 金額

１００万件以下の注

文件数につき

２０万円に１件あたり

２．７００円を加えた

額

１００万件以下の注

文件数につき

２０万円に１件あたり

３．００円を加えた額

１００万件を超え３

００万件以下の注文

件数につき

１件あたり１．３００

円

１００万件を超え３

００万件以下の注文

件数につき

１件あたり１．５０円

３００万件を超え５

００万件以下の注文

件数につき

１件あたり０．６００

円

３００万件を超え５

００万件以下の注文

件数につき

１件あたり０．７０円

５００万件を超え

１，０００万件以下

の注文件数につき

１件あたり０．３５０

円

５００万件を超え

１，０００万件以下

の注文件数につき

１件あたり０．４０円

１，０００万件を超

え３，０００万件以

下の注文件数につき

１件あたり０．１５０

円

１，０００万件を超

え３，０００万件以

下の注文件数につき

１件あたり０．２０円

３，０００万件を超

え５，０００万件以

下の注文件数につき

１件あたり０．０９０

円

３，０００万件を超

え５，０００万件以

下の注文件数につき

１件あたり０．１０円

５，０００万件を超

え１０，０００万件

以下の注文件数につ

き

１件あたり０．０７５

円

５，０００万件を超

える注文件数につき

１件あたり０．０８円

１０，０００万件を

超える注文件数につ

き

１件あたり０．０７０

円

（新設）

（２） （略） （２） （略）
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付  則

この改正規定は、令和５年６月１日から施行

し、同年７月２０日に納入される取引参加料金

から適用する。


